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取り込んだ識論が十分とは言えない点も問題であど、その後も集団提訴が続いている。
る。「指針」では、「住民の放射線被曝の不安や恐これらの提訴の背景には、東電との自主交渉や
怖を緩和するために地方公共団体や教育機関が行ADRだけでは自らの権利・利益が十全には保障
う必要かつ合理的な検査等に係る費用」が賠償対されていないという実態がある。東電との交渉に
象とされることになったが、放射線の特質から、おい-〔東電側は、「指針」の内容は従来の損害賠
将来の健康不安を含めて、将来のリスクを損害賂俄の枠を超えて本件事故の特惟から補償の範囲を
償の中でどう受けIkめるかという視点からの検討拡大したものとの理解を前提に、この「指針」に
を－慰強めることが必要であり、特に、将来のり磯り込まれていない損害の捕償は認めず、その総
スクヘの不淡を慰謝料の中にどう取り込むか等も采、「指針」が補償の上限を画し東電の責任を縮
検討されて良い。減するものとして使われているとの批判があ
いずれにしても、「指針」自身が述べてし､るよるM)。

うに、この「指:I.」は当面の被害のうちl､類型化ADRlこついて見れば、今年の7月19H現在、
が可能な損需項目やその範囲等」を示したもので申立件数は7147件、既済件数4539件、和解成立件
あり、「指針」に明記されていない損害が賠俄さ数4075件であり、被害救済に一定の役割を果たし
れないということのないよう留意すべきであり、ている“また、内容的にも、「指針」をベースに
したがって、東電との交渉においても、ADRにしつつも、それを超える内容の和解が成立してい
おける揃償において1,3)、さらには、損害賠償訴るケー･スもあるとされる､1．しかし、このADi<
訟においてv)、このような指針の性栴（限界性、が原賠法による審壷会の下におかれているという
暫定性）を十分理解し、いわぼ、これが溌低限の制度的制約の中、ペースとなる精神的損害賠償額
袖償であるとの立場からの議論が必要である。の抜本的増額や（後述する〉「ふるさと喪失」への

補償など、「指針」の枠組みを変える補償を実現
2集団訴訟の提起するkでﾄﾈ限界もあると指摘されている鋤．

このような中、k記集団訴訟の提起には、i指

この剛、本件原発事故に関して、様々 な脈離が針削の限界を突破して今次被害の完全救済を実現
提起されている。今回の事故を原因として目殺ししたいという思いと、1司時に、東電や国の責任
た被災者の遺族からの提訴もある。その中で注伺（それも、原賠法によ-’て負う無過失責係ではなく過失
すべきは、昨年末以降の、避難者らによる集団師賢任）を明らかにしたいという意図が共通して見
訟の提起である。まず、昨年12月3日に、避難区られる”この点につき、例えば､、昨年12月に福島
域から避難させられた18世帯40名を原告とする損地裁いわき支部に提訴された訴訟の訴状では、こ
害賠償請求訴訟が福島地裁に提訴された．被告はの訴訟において原告らが求めるのは、①被害の実
東電である。さらに、事故後2年目にあたる今年相と加害の構造を明らかにし被告の加霄責任を明
の3月l1日には、4つの集団訴訟が、福烏地裁、確にすること、②原告らの失った生活を取り戻し
同いわき支部、東京地裁、千業地裁に提訴され人間の尊厳をI司復L新たな人生を砿立するにふさ
た．原告は避難者や汚染地域にとどまった住腿らわしい損需賠償を実現すること、③加害者である
(4つ醐職の合計で）約1700人、被告は束篭と国で被告が定立した不当な賠償基準を克服し、被啓者
ある．5月K¥)原発周辺臼治体の住民ら26名によの椛利救済にふさわしい損害賠償基準を司法によ
る束龍と|刺相手の訴訟が拙島地裁に提起されるなって確立することであると述べられている。その
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きるだけ広く拾い上げようと努力していることは
評価できる。特腱、「消擬者又は取引先が…･･･本
件事故による汚染の危陶生を懸念し、敬遠したく
なる心理が、平均人・一般的な人を基準として合
理性を有して､､ると認められる場合」として、一

定範闘の「風評被害」も対象としていること、避
難生活等を余儀なくされたことに対する精神的損
害の賠償を認めていること、避難指示区域外の隣
接地域からの避難者（いわゆる「自主避難者』）に
ついても、一定範囲については(金額的には問題が

あるが）補償を繩めることになったこと、「除染
等に係る損害」として、「必要かつ合理的な範囲
の除染笄を術うことに伴って必然的に熊じた追加
費用」や「佗民の放射線被峨の不安や恐怖を緩和
するために地方公共団体や教育機関が行う必要か
つ合理的な検査等に係る我用」を賠領すべき損害
と認めたことなどは重要である''。

しかし、原発事故被害が持つ、被害規模の大き
さ、被蒋の継続性・長期性、生活の根底からの破
壊を引き起こすといった特質が踏まえられてし､る
のか、安易に、交通事故における賠償論に依拠し
てしまっているのではないかといった疑問があ
り、また、個別の損客項目への細分化の結果、果
たして、個別被害が絡み合って被害者にのしかか
っている被害の全体像がとらえきれるのか、個別
被害が賠償されても被害者の生活が回復されない
とい-,たことにはならないのか、休業補償に典型
的なように、過去に龍じた被害の填補に目が向
き、将来の生活再建という視点が弱いのではない
かといった疑問もある。さらに、将来のリスクを

1はじめ に
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東日本大震災にとW)なって福島原発事故が起こ
ってから2年数か月が経ったが、事故は依然とし
て収束していない。事故原因についても、複数の
調査報告密にもかかわらず、東寵が主張するよう
に津波のみが原因であったのか、それとも、地震
の揺れによる重要設備の殴損があったのか、あっ
たとしてどの程度であったのかは依然として闇の
中である。他方で、この事故によって発生した広
範かつ深刻な被害に対するI補償」の動きが本稿
化してし､ろ”3年が繩過した場合、消滅時効の問
題が浮上することが予想され、その意味でも、早
期の取り組みは不可欠である。

被災者が「補償I「救済」を求める場合、東電
に論する面接交渉、I原子力損害賠償紛争解決セ
ンター」（以下、ADR)を通した請求、訴訟の3
つのルーートが存在する。このうち、第1のルート

と第2のルートにおいて重要な役割を果たしてい
るのが、脱チカ損宥賠償紛争審査会（以下､審査

会）の「拐釧･」である．「指針･」は、「当該紛争の
当事者による自主的な解決に資する一般的な指
針」（原賠法18条2項2号）として策定されたもの
であり、現在、「中間指針」と、その第1～第3
次の追補が公衷されている（以下、これらをひ気'く
るめて「指針･」と呼榊。

「指針」は、多数の椴害項目をあげて、それぞ
れについて算定の基準を示している。詳細に触れ
ることはしないが、審垂会が、原発事故被害をで
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2）ADI<の和解仲介電鋒である野111宏（敬称略。以下同じ）肱、「賊償の対蚊となる〃､どうかは、原･子力損害の煽倫に閲する談紳
第3栄及び側係洗令侭より定吏る鱈中則指針等に明妃されない個別の旧祥憾賠f↑の対象とならないと､･う説明は、農りである」と
1'る（『取手力損曹紛争解決センターにおける和解の仲介の尖搦j,|,ﾘ例時報21I10¥5頁以下)．

3）さらに、その「指針･」自体が、（訴過において晋伍遊追,及さねることに版ろとし､う恵沫で加耗宥側でもありうる）国の槻聞であ
る蒋壷会くしかも、審査会に、「原子力事案')健全恥弗運」をうた.:hた1ｳ鵬法に‘上って設け吟れた概関でもある）が作成したもの
である“ごおいて、あたかも、加害者側が自らのつく･った蕪邸により袖併斯の購求を「査定」するかのどどき構図があるというIMI
晒もある（以上に｡”､ては、除本理史『原発賑備を問う.！（鞍却,1,,鋤13年）11百以下参照)，

‘1）本年6月8Hの、弁遅シンポで、ADRの仲介委創である小醐涯夫は、精神的損害についての一定の増額事由による鯛綱､袖
神的損害とは別圃に生活饗増額分の昭俄を実現したケ･-ス．「間接被仔」における「朧1J基坤の柔歓な通則等々忠紹介LてL,る“
5）この懲沫で、4年5月29日に浪『r町民らが行.,た、I指計jの慰謝料月10"141とは刷卜邑月25〃Pjの慰閏l料(1.たがって、爾者あ
わせると避誌による精神的損寄の補償は兇諏〃円になる）を中心とする鰻団巾祓の推移":注目ざれ尭一

Ｉ
Ｉ

>｢Wf被害』、「自主避寵』､「除染守腱係る損客」については、、I1初の「中間指汁」いよ＊かつたものが、第一次以降の追稲で側
加さf'たものであり、ニのよう"IM卿にMHしては、被害者やそれを玄幌する団体等のE弧や取り鯉みが影響を与えたものと出われ
る．例えば、「自I退好』間迩については．「描烏の子供たち藍守る法維雛ネットワーク」が審逝会1＆題兄書を提出し、20§1年101】
には、遅訓矧訊に蹴り服な綱島の市民団体のメンバーが，壽萱会で翼見陳述を行っている。
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嘱〃運や琴驚匿、運や麹黛騨ｅ曹婁畢念塵約や

呈嘘、ｅ刈・畏鎌醤幻堅臣鴇睾菫ｅ斗賀要告誤車賦

ｇ糧空睡・掌ドニ。理学誼Ｇ厘〃韓骨。心皇牌黒

や謎裂鶚単諒螺異里「埋律等瞳嘩雲壗」押発型ボ

ー填轌鑿撫ヨ〃埜暇堂爵昌一ｅ嘩婁鼻画廻Ｓ浄録

掩鶚函腫幻や幻や舗剖Ⅷ崖臺三発如輩Ｋ・藍Ｓ学誼

ｓ申ｊ叩蔦金言権審議誼愚二は鼈・廻鍔斗哩濁

鑿曝輯繼響や毒ｅ惚蛋式名叫壷刈や至主出紅含

漢蒋仁坦於〃一望凌岫通い岬〃ご当判全響星永畷

里韓皿さ縄ＰＣや蝿剖里弐弐小圭斗鍵羨埜着綜

ｅ回や曇〕ｇ型や極釦阜強〕や発凶謹鯉睡裡含

貿如単瓶釈頚凄・壗事轄際，型雫馴。言轡二Ｗ専

心慕謹逗型填謹雷酔澱念止やｅ填当封Ｐ籠院投慕殉鞠

蕊望封碧錘翠里里墨ご蝿らい鳴殉匡撫墨〈眼崖卜

斗縦塞ｃ湊遭いぽ晨呈漢濯遥・堂望建単磁嘩や

稜望御普。｛崎曾佃桜垂蜘揮ごい龍浩Ｓ騎郵言零鶯

嘩令や蚕刀輯儘蟄輌揮）汽悌理Ｓ鶚鱒〃ヤ州
①卜

都輔い。〕謎鑿如倖佳Ｓ坪〃艀〆宗涛息竪や淀ｅ氣

罵〃今。竜認鯉悪ＨＳ誰蜑侭全輻ご謝滝や。ｗ悟

蚕癒導鼻睡勤含が鐸二Ｗ雲鱈吋榔巽堤畿郵Ｓ雰

稀卸顎狸拘いい曇辱塞錦裂渥ｅ浸稜和銅分蠣鐸孵

胸懇￥、弓う錯鍬却却剛ｅ非Ｊ型長懇容母単砿

巷埋ｅ鮮函発挟噌伸卓〃ｗ匡暴慕いや昼〃や誉輯

■
■



▼
態に対するアプローヅが参考にされてよい」と述
べている'4》、

包括請求藷の意義に関してさらに指摘すべき

は、公審や薬害事件でば、それと結びつけて、損

害賠償の目的として、被響の庭全救渡や原状回復

の理念が強謡されてきた､皇とである．例えば、熊

本水俣病訴訟における原侍は、原告が藁った

『総体としての損害』がなかった状態に回徹する

こと」こそが原鰈の求めるY)のであり、「破峻さ

れた琉境、共↓こ荒廃した地域社会、その中で失わ

れた家鰹、破壊された人間そ')も')の回痩逢求ぬ

るのである」と主張している。このような原状回

復、完全救済の理念は、スモン事件においてより

発展させられて↓､る二同事件におも､て被害者は、

自らの被害の救済要求を「恒久救済要求」として

体系的に整理し，その上で、原状回復、完全救済

を更現する手段の一つとして檸再賠俄を腫侭づけ

てい論．包括的な損害把掘が、そのような損樗の

回復のために絨何が必要かとし､う探究の中で恒久

救満要求として結実し、その恒久救済要求の・つ
の手段として損害賠償がM攪づけられることによ

り、損群賠償の目縮としてのj劇状回腹の噸念が聡

固たる蕊離を獲得するにも'たったのである，本件

においても、綴えば、失った家屋や家財の補働こ

側1,て、事故前の（中古鯖物些しての）価値達賠償
するのか、しかしそのような評麺による醐償で賊

従前の生活を回復することができなり､のではない

かといった議論があるが、包綜庸求論に込められ

た腺状幽復の理念を踏まえれば、や蹴り従前の生

活を可能な限り画復する補償のあり方を考えるべ
き星と1こなろう橘》．

このように、木件+こおいても、Zれまで公寄や

薬害で主張されてきた包括的損害諭唯有用な祝点

をあたえるYjの燈思われる力K、率件には従来の公

秤や蕊需被雷と唯異なる特質も存在する。その弟

一は．すでに述べたような本件被群の広範仲であ

る。本件では、地尤EI治体その¥)のが避難驚余雛

次くされるなど、地域全体の埖活が根こそぎ破壊

されている。公害被害も地蛾社会に竃大な影響を

もたらしたが、本件披再の規模は、それらをはる

かに_と皿っている。卒件被害者らが「ふるさと喪
失」披害を訴えるのは、この特間からくる鐙第二

に、公害等における包括請求論が人身被害を謹同

におも､て展開されてぎたことに州癒を向ける必

要がある。人身被害の場合、症状聯による差異隙

あるものの、その中心的な部分は被害者らに共通

Lている。そのような共通性が、包括的に把握さ

れた損害の賠償において定型的な算定"輪容され

る基礎となって↓､器。これに対し、本件事故被害
の中に畦、放射線汚染により住宅や家財を失った

と1，つた、燈別腱取り出して損害評価の対象とす

ることが可能な個別の物被害が多数惇疵する。ま

た、様々 な営業上・生業上の被害の才うに、明確

攻討産上の損失も重要である。これらの場合にあ
ってば、、ﾖ然のことながら、住民ごとの個別|皇V》

大きい．これらの燗性ないし多様性を無視した譲
論は、か.えって損奮の総体としての把擁の妨げと

なり完争救済に雑びつかなし'二とになる。これら

の損害は個別に算照し諦求されるべきである｡し

かし、その際、次の.二とに倒窓すべきである。ま

す．、憐別に取り出されたこれらの撒害項月におい
て¥'、TZ証困難という問題が淵に付きまとう宛（‐

たがって、このような損害項日について；,、実費

主義の呪縛から錐れた損読|尊の方法がとられる

べきである．次に、そのような損害計算を行うに
おいて陣、包鍔論求論のfII達点てあった、塊状回

復の視点を寵視し、例えば、財物の怖侭とおいて

も、それらの財物によって営まれてぎた従飾の生

活を回後するのに必湧な額溌算定すべきである．

さらに、以との.こう永卿別利益の遺切な賠償が

なされたとL.ても、それ瞳J:って被詳の総体の補

償がなされるおけではない、被害住民ば．多様な
(燗々 的に取り出すこ4:が容易で↓ﾎなし､）被害を総体

として薬っているのである｡'"ふるさとの喪失」

がもたらした鯖神的損言や、放射線曝露にql;る将
来的な俳康破害への恐れ、さらには、放射線被害

I

への対応の差からくる家庭内艇生じた問題等もあ

ろう”重大な被害をひき起二Lた原因者に対する

注民らの怒りといった喜素も維視できない。これ
らに対する賠脳は、法技術的には慰謝料(も､わゅ

る包据慰謝料）↓＆よる他なかろうが、その算定の

あり方については、さらに深い挨鋤が必湧であ

る。また･､多くの公害や薬害等でば、鞭ト1N'よる

賠償と自主交渉、さらに卿.各種の制度要求が結合

されて救済が実現されてｲiっているのとi画I様に、

本件でγ)、掘訟による救済と臼主交渉、ADRに

よる救済、制度的蕊求の綾み合わせが考えられる
べきであろう．

も、平穏生涌権が問題とされることが多し､．例え

ば、仙台釧決些峨4．2．28判例時報1429号109

頁は、産難廃乗物簸終処分場の操業差止の仮遜分

を周辺住民が申請した率案において、「客観的に

蹴飲洲・ノk活用水に適した質である水を確保でき

たとしても、それが一般通常人の感覚#こ照らl.て

飲服・牛活川に供するのを適当としない場合に

胸、不快感癖の糟神的背涌井味わうだけではな

く、平穏な生活をも営むことができなくなると↓、

うべきである。したがって、人議様の・種として

の平穏生活権の一・環にL竃、適切な質量の生清嗣

水、・般通常人の感覚に照らして欺用・生活用に

供するのを通､崎とする水を確保する礒利があると

能される。そして、これらの潅瀦が将来俊需され
るべき事態ぽおか我た謡すなわちそめよう友侵

害が生するi高度の鏡然性のある事態罐おかれた臂

I産、侵害行為に及ぶ杣子方に対して、将来生ずべ

き侵害行為を予防するため事鰡二侵害行為の差II:
めを號求する椀利溌有するW)のと解さ鋼る！とI‐
ている．

他方で、平穏生活樋は、より寸錨的な利益を指
すものとして主娠されること¥,ある．例えば、葬

髄場等の建設や使用｝こ関して付近住民らが、平穏

生涜権〈利蓋）が侵害された（される）燈して蕊止
や損害賠償を求めるような場合である。問題は、

このような平穏生活権と前者の平穏唯漏権の関係

だが、平穏印括権&こは、前者のように身体や健康
に荷諾した（すなわち、それ誤侵客された鳴含、身体

や健康への俣富が生ずる可能鈴が高い）平穆生清椛

と、後者のように、主観的な輯奇等に関する利益

が法的保漉に値するかどうかを検講する際の受け
皿と虻る平穂生活権の2種煩の¥,のがあると考え

るべきではないか．そして、後者の場合、菫該利

爺役害が減的保護の対諜となりうるかどうかの判
断に当たっては、侵響行為の態様を含めた総合的

恥考噸が不可欠だが、前者につし‘てば、身体や雌

”こ綾縦するがゆえに、それ渥準むた保護が与え
られるべきである”．

本件で問題となっている可安を平穏生活権で受
け止めるとすれば、それは当鐸こ、前者”、『身

体や健康に直諾した』隠思生活権」と位遊づけるべ
きである'流。なぜなら、放射線披罎によるｲ､左は

罰

k

I

4被害の予測・把握困難(不可能)性に
ともなう問題

W
放射性物間汚染は、目にY》見えず、匂も､が-りあ

わけでもなく、人間の五感で肱把握できない。ま

た、その影響は科学的にも未解明な部分が少なく

ない。今回の鞭態においても、安全性の基準侭つ

し､ての「専l'1嫁」の意見ば分か趣、きた、政府の

出した基堆も二転呈極している。そ”よう凍中、

獺烏県やその周辺に生活していた住民撞強い不喪

を抱かされることし畠なった“このような談需の

｢予測・把握困難〈ｲ呵能)j性は、損害賠償法に
どのような問題を投蛾かけているのであろうか。

このようなｲ《安くそれは決2．て，纏人が抱く主観

的な¥，のではなく、等覗的に栂拠がぁ”、Lか酌．生

命や健願に瞳絶した不安である〉を嶺書賠償法が受

け止鋤る手力Eかりとなるのが（煎述した父圃訴詮の

多くでも援用.されてL､る）「平穏竺活権』である鱈

これまで、このような椛利イないし瀧益）瞳、

様趨な場耐で主張されている力．、･脚えば、横田基
地騒音醜舩熱源聯判決（束京商判昭和52.7.15判

例時報1245号3頁）は、「人は、人格権の一鞭とし

て、平穏で安全な生活を常む権利（以ド、仮に

Vz穏生活伽又は単にPtii5梗と呼ぶ｡)2,hしてIお

り、騒青・振勤等はこの平穏生活蛎に対する民法

709条所定の侵害であり、また、この権矛鱸、『物

上誌求椛と同質の蛎利として」差上の根謹となり

うる排他性」を有するとしている。さらに、溌

菜物処埋施設の鐘l1蔀訟（ないし似処分）事例で

１
１

脾
Ｆ
１

3

I

:4）淡路蛙、二の｡rうな損蓄論と，＄実態的あるが;f､E槌害鎧』とUfぷ《ただし、Iあるが堂没l臆も､う我堰は交通弔故寺で砿害
審の要凶路合が鯛麺と亀ろ聡合のIあるが辿遺･胤映』産は意味が災なる)‘

1s》雅電砥・鋤12年7農に公設1‘た鵠侭蕃傭』こ打L,て、俵寄討誠主巻エ･あだ観償畿鰯ぞ愛豚践飢参ように鄙.う羅府T，趨f等に
とY'唯う麹I鮪や鰯霊襖霊､"労』侭艫にともな§仙匿を打羅嘩数f1鳥分を童と垂って党吋殖抓ろr包艦謝蝋ル式』なら『,の塗促示し
て*､ろ。しかし、二雛は‘キナ索憂期側に通らて朧<欄獅jg鰍寸今捕償還一定離間秘Tも切るr下切』嘘」とLて穐娩＃ろ好そ11が
ある・立た･それ瞳､本側･潮哉奪卜じた裁番と「包揺』，f・るも碗で砥鯵侯.鯛侭碓.遭圃にと6なぅ鯉洲”禽碗D万1816樫と父っ
て父$し取れるとされている"胃、善郷え・轡＆全ﾑ嘩海l鑓&なう圃叡生態f>,1;II由さや粉熱こ対ソ曇不安への$WfWLて設定1‘
た月10万lﾘ鈴節年#1であり．ふるさと堵燭失I,たこと眼球･崎棡倫陞倉諏tてぃなも｡、二の騨誰遇．この．東通向『忽幡諦痕j
l』・公櫛雰奄舞こされてさ尾包潟冊服と岨，Mじご鰐老慢心て雌いる城‘641客腫蹴て蔀唯心ものであみご

“一銭休時躯85巻湖号

15）乎極生活梱”多蝿仕と芝の恵義につし､［に、婦臆Ir平穏生測睡グ'愈裳」水野武犬先生古稀興!な鐘文集吟蕊と、民砕権利j
（溌祢文化社、”11年》2認向以下参澱･

〃〉繭述のI生命・生〃・生活l”嫉客鰯望層撰恐漣位茜づけるな『』ぱ‘生存'二密接髄間淀した生活．ぁ為も‘雄牛行苧のものの侵
害と位澄づけるべき『あり、r生仔鰯侵害と呼ぶべきかもしれnい、
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(それが低線圖だとしても）健廠被害への不安であ

り、また、そのようなイィ安には客観的根拠がある

からである。本件の「ｲく安」が「身体や健康に直

結した平穏生活権」だとして、それでは、どのよ

うな内容と巌度の不安・危倶・恐怖があった場

合、このような《)のとしての半穏生活権侵害あり

と認めうるか｡この点について、このような平穏

生活権を認めた裁判例では、通常人一般人を基準

とするものが多いが、大塚直は、生命・健康被寓

に関する合理的な」不安・恐怖感に限るべきだ

とする鵬〉。その理由として、『通常人の不淡をも

って保講法益の催森とする立場は、人々に科学

的・技術的知織がなく不安に陥っているときに保

護法益侵害を認めるという問題がある」ことをあ

げる。確かに、科学的に根拠のない不安にまで、

二こで問題にするような絶対権類似の保護を与え

ることには問題があろう”しかし．科学的に根拠

のある「合理的な」イく安感に限るとした場合、藤

告である住民筵被告施設の問に科学員鰔を中心と

した大きな傭報格差がある事例で、原告が『合琿

的なj不安感溌柾明することは容易ではなし､。ま

た、本件のように、「科学的合理性！なるものへ

の強い懐疑が存在する事例において、（科学的〉合

理性にこだわることが適切なのであろうか。むし

ろ、通常人ないし一般人を基準として判断するこ

どで足りるので純ないか．

放射線被害の「把握困難性」が深刻な問題とし

て表れるものに、いわゆる「自主避難者」（正確

にIま「避難区域外避難者」というべきか）への補償を

どう考えるかという問題がある”本件集団訴舩に

職挫的にかかわってし､た弁渡十の秋元理匡は、昨

秋の乢主宗義科学者協会法律部会のシンポジウム

で、次のような指摘藍行っている〆すなわち、放

射録は五感ではと屑､えられないため、個人の避

難・滞在・帰還による損害は政府または被害者白

身の判断による行励を媒介にせざる燈えないが、

政府の指示に対する同民の信頼の失墜の中で、結

局は各被害苫が綴かれた状況の中で判断せざるを

えなし､”放射能汚染を回避したい者は避難し、

様々な理由でそれができない者はとどまり、ある

い遼婦運する．避難すれ版生活基盤を失い（従来

の生活蕪盤の喪火、避難生活H体の苦議、新たな生活

基然確傑の労苦、それらに係る蘭jWW)．とどまれば

被ばくの危険が高きるく欠損L放射能汚染されたコ

ミコニティでの生活、放緊能の危険・恐怖、被ばく防

止措置の労苦．それらに係る鵜用等）ので、いずれ

の選択をして吟損害の発生自体は免れない。

非常に重要な指揃である。しかも、重大なこと

は、ごとが各人の生活・生存・生命にば緋するぎ

りぎりの判断であるだけに、（地域のII!で、あるし，

は家族の中で）しばしば意見の対立が生じ、この

ことが（本来、共通の不法行為侭よって被押嘩受けた

はずに¥,かかわらず)地域や家族の分断にもつなが

りかねないことである。これに対応するために

ば、このような分断を被宙者自身による選択〈割

邑決定）の結果としてとらえるのではなく、本WI:

事故りこおける前述のような特億の中では、むし

ろ、避難するかしないかについて「選択の強要を

受けることこそが共通の披齊であ｣I伽り、避難し

た者もとどまった者も、ともに「平穏生活桶（な

いし生存権)」を侵害されたものとしてとらえ、そ

れに見合った補償を行うことが必要なので雄ない

か鋤。
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中小企業向けスワップ事件の
金融ADRにおける扱いについて
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いばそれ↓こ準じる顧客向け金融商品販売が継続する

と見込まれる今日、スワ･ソプ事件の先例的意謡を聡
祝できまい。

筆者罐、金和スワップに関する最判平成25．3．
7（最判平成25筐）およびその雌群判決を評釈し

た唇;が、その際金融ADRでのスワ･ソプ事件の扱い

に興味を持ち、本穂の元となる資料藍奨めた．その

動磯は、紛争当事者は複数の選択肢･》(①銀行との和

解（法鈎に厳密な怠味のそ鯉に限らず、たとえば金融

円滑化法$こ基づく賛fﾘ条件変更も含む“金融商品投資

損失補填（金商法鴻条）に潅当せぬよう胃意する必要

がある)"、②金舞ADR,③裁判〉を持つので、その

各々の個盤・得失を分折する実罵的意味があるから

である$)。

1はじめに

（1）事件および解決方法

ここでも､う中小企業向けスヮ､ﾝプ＊件（スワップ

事件〉とは、平成15年から20年頃、中小企業向け与
辱こぐ亨慰資条件Iほど密接ではなし､が）関連して、
中小企業顧客〈顧客）に憤務リスクをヘッジさせる

目釣でスワ｡ソブ（主に為替、例は少ないが金刺）契

約を邦銀が諦結したところ、リーーマンシ室ツクを契
濃とする丹高・低金利の持続により、顧容支払額が

受取額を大福に上回り雛けたため、顧客が和解や金
MADR!'、裁判その他の手段に訴えたとし､う出来

事である．なお、本稿では『為替スワップ」と褒記

する力§『為糟デリバティプ」という表記がむしろ一

般的である。また、『為替」でなく「通貨」とする

溌把も見られるが、「通街スフップ」とす為と、中
央銀行間協定対象契約を指す場合が多､､。

渕係荷から賊「スワップ郡件は期間限定的」とい

うコメント瞳しばしば開く‘理由は、スワ’ソプ契約

の契約期間は通論5年から”年くらいなので、蝋在

から歎年で支払義務そのものが原則として消滅し、
その後は不法行為に基づく損害賠鯛か、契約無効を
理由とする既払分返還を求めるしかなし、（いずれ恥

短期消溌時劫に服する〉からだある。

藍かにそうではあるが、銀行によるjテールある

1
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1 l》平成21年改IE余商法による振定紛争解決機関綱歴による我判外紛争解決・可城】9年改工余雨法下でⅥ琵定役贋者保護団体瀞眠
迄いう埼争解蕊手暁砿#識･’て鯉いた08,@IUdW･笠覗膳：融界易sあ翅た・

2>嘩事につぎ令祁馴吟(2012")池貝．瞳舞蔑にづきN8い“5号《鋤13W3噸･戎樋冊的”金羽スワ￥プあるい唯托才シ11
蛸の為膀玩びヤブの髄であれば鍔伺例戚ある〔食慾妙眺顎5節・ヘザジ目的側全澗尻今ツ鉤二つもqてば汎麩刊肘電鯛行の謨明韓
礎ひいて141蝉葡(曼乞否定した郷』相幽教あるよう狸が､巡公刊岡峨呈の緋およびそ鋤師錐判娩（量判亨践24．3･"(半虞薗間
I4"¥))3二碕皇ろ．銀行に鋭犀I記職2反なしとし抱餓一審諏史を取り禰した梗騨輯承（臘壊1M返戻堂理直と｡rる不沈両埼のl侭
〃准認j種･暑胴梶として、餓行に各種の製珊艦協涯反あ輔と.lvる》がその洲例さか亀注H窪窪めていたとこ易･賎赫機硅破屋営刊
”1乗蝋行la3鋤袋秘廟腿唯L猶し亀備この最耐蝕の臓職#珊叢隅定的遁あり射里ら魂:嶋砺篭､適合性題伽蛾する罰判梢琵W年
峰詞荊魏7．7．1罐案59巻侃号』型乳買・本件阻製行によるヘッゾ閲的プレーンバ宮予雛生流晶霞ｦEについて･蔭あり・殿刺平成
獅埼”郡瞭S含めた泌徽妾砒に,j･ろ砿掘旧的靴畿職i品販売宗躍と唯異江ること蝿主愈）甦的閲卿鋤躍れられていなし町

中小企集向けスワップ事件の全雄ADilにおける扱いについて－67

魁）人鐸血『現嶋師訟に縛ける保健法佳の＊観性と公共性・序魏I法祢ﾖ騨易82番21号118百一

卿）藤川周『幅島原発事敏に〃けゐ俵欝黙遺こそず靖散」砺魂辻全学寄究魁号45良以下．

湖）三のような視烹からは、崎榊IYJWW･･次迫彌が、軟射報鼓塔への恐怖や卒寅により自主的謹詮瑚象区議内の住居から当主蕊週難
と行･〉た鶚合ﾘﾆおける、①g窄的襯鰹によって生じた生汚警”鱗』E斐朋、②自主的避窪により、正常なgWf'I""&持・朧読がｲﾛ
，癖腰疎外されたために生じ愈晴神嶮苦痛、③週霞及び無宅I雲した移動費農鋤鴎償を露め、あわ仕て．飲射腺鼓暘への恐；もや不
定を抱きな力(亀自主的運齢対象区域に弼亦を認fた鳩合の、I少放轆線残塞への恐姉や不安、これ侭仲う行動の自由の斜限等I:J、
I〉、正常な己怜生活のIM*･継暁が相当翌度阻蒋されたために，卿二た桁押的苫鰯、⑤殿射稔被曝への恐怖や不安、これに伴う〈働
の脚由”*噸等により生護替が増加した分の鯉偏を鹿めたこ鷲は喧要である．ただし、そこでも』た、一定の地峨区分Iご線引きか’
されており、また、その縦が、受けた深謝聡被譜に対する叔済として妥当なもの瞳し､えるかどうか城、別の間顧である．
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